
春日井市民間住宅省エネ改修費補助金        2026 年度 

 

住宅省エネ改修費 

補助制度の手引き 
 

2050年カーボンニュートラル実現に向け、既存住宅における窓・屋根等の断熱

改修や省エネ機器の導入により既存住宅の省エネルギー化を推進するため、ZEH

（ゼッチ）水準iへの適合を図る改修工事費等の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜手続きの流れ＞ 

※ 交付決定通知前に契約・事業着手した場合は、補助金の交付を受けることができません。 

※ 交付申請は、事業着手予定日の 30 日前までに申請してください。 

  

春日井市住宅省エネ 

改修費補助制度 

＜問合せ・申込み先＞ 

春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課 住環境担当 

【住所】 〒486-8686 春日井市鳥居松町 5-44 （春日井市役所９階） 

【電話】 (0568)85-6572    【E-mail】 jutaku@city.kasugai.lg.jp 

 
水 期間  

月 

 
金 

https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1033189/1038894/1039004/1039012.html
mailto:jutaku@city.kasugai.lg.jp
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１ 期間 

2026 年 5 月 20 日 (水) から 2026 年11 月 30 日 （月） 

※ 補助金の交付は予算の範囲内で先着順に行います。 

※ 補助金の交付決定後に契約・事業着手してください。 

・ 実績報告提出期限：2027 年 2 月 26 日 （金） 

２ 対象住宅 

春日井市内にある民間の既存住宅 

・ 一戸建て住宅 

・ 共同住宅等：長屋または共同住宅 

※ 店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の 2 分の 1 未満の

ものに限る。なお、店舗等の部分は対象外。 

３ 補助対象者 （申請者） 

対象住宅の所有者または管理組合ii 

※ 管理組合が申請する場合、一申請で複数住戸についての申請が可能。その場合、各住戸の内訳が分

かる書類の添付が必要。 

※ 共同住宅等の区分所有者が共用部分（住戸の窓・ドア等）の改修を行う場合、管理組合の承諾が必要

な場合がある。 

４ 補助対象事業 

(1) 補助対象事業 

補助金の交付は、同一敷地内において 1 回限りとなります。 

 

 

 

 

  

事業 内容 

省エネ設計・改修 

省エネ設計 省エネ改修を目的とした調査・設計・計画 

省エネ改修 

対象建物を ZEH 水準に適合させる改修工事 

 全体改修 

 部分改修 
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(2) 補助要件 

事業 要件 

共通 

 補助金の交付決定後に契約・事業着手すること 

 事業完了の日から 30 日以内に実績報告書を提出すること 

（最終提出期限：2027 年 2 月 26 日 （金）） 

 現状 ZEH 水準を満たしていないこと※１ 

 原則、昭和 56 年（1981 年） ６月１日以降に着工された住宅であること※２ 

省
エ
ネ
設
計
・改
修 

省エネ設計 
 省エネ改修と併せて行うこと（省エネ設計のみは対象外） 

 省エネ改修補助を申請する際に必須ではない 

省
エ
ネ
改
修 

全体改修 
 改修後の住宅が ZEH 水準に適合することについて、BELSiii等の第三者機関によ

る評価・認証を受けていること（取得予定を含む） 

部分改修 

 開口部(窓・ドア)または躯体等（外壁・屋根・天井・床）の断熱改修工事を含む工事を

行うこと 

 カタログ等により、ZEH 水準への適合が確認できること 

※ 昭和 56 年５月 31 日以前に着工したもののうち、耐震診断により構造安全性が確かめられたもの、または

省エネ改修の完了までに耐震改修等を行うものは、この限りではない 

ア 省エネ改修工事 

(ｱ) 開口部（窓、ドア）の断熱改修工事 

区分 仕様 

ZEH 

水準 

開口部の熱貫流率が ZEH 水準の仕様基準ivに適合すること（以下のいずれかに該当すること） 

①「子育てグリーン住宅支援事業v」または「みらいエコ住宅 2026 事業vi」において開口部の改修（「断

熱等」の機能を有する者に限る。）に型番登録された建材のうち、一戸建ての住宅においては性能区

分Ｂ以上、共同住宅等においては性能区分Ｃ以上であること 

②カタログ等により、ZEH 水準の仕様基準（熱貫流率）への適合が確認できること 

(ｲ) 躯体等（外壁、屋根、天井または床）の断熱改修工事 

区分 仕様 

ZEH 

水準 

以下のいずれかに該当する断熱材であって、熱抵抗等が ZEH 水準の仕様基準に適合すること 

①「子育てグリーン住宅支援事業」または「みらいエコ住宅 2026 事業」において登録されている建材

であること 

②カタログ等により、ZEH 水準の仕様基準（熱抵抗等）への適合が確認できること 

  

https://www.mlit.go.jp/common/001880629.pdf
https://kosodate-green.mlit.go.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
https://www.mlit.go.jp/common/001880629.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001880629.pdf
https://kosodate-green.mlit.go.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
https://www.mlit.go.jp/common/001880629.pdf
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(ｳ) 設備（高効率給湯器等）の効率化に係る工事 

設備種別※１ 
ZEH 

水準 仕様・備考 

太陽熱利用システム ○ 

「子育てグリ

ーン住宅支援

事業」または

「みらいエコ

住宅 2026

事業」におい

て登録されて

いる設備機器

であること。

または、カタ

ログ等により

右記の要件を

満たすもので

あることが確

認 で き る こ

と。 

 強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽

集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できる

こと。（蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021に規定する

太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できるこ

と。） 

節
水
型
ト
イ
レ 

掃除しやすい

機能なし 
○ 

 JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」

もしくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014

に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「専用洗浄弁

式節水Ⅱ型大便器」または JIS A5207:2019 または JIS 

A5207:2022 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」もしくは

「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること

が確認できること。 

掃除しやすい

機能あり 
○ 

 上記の仕様に加え、次のいずれかに該当するもの 

(1) 総高さ 700mm 以下に低く抑えていること。 

(2) 背面にキャビネット（造作されたものを除く。）を備え、洗

浄タンクを内包していること。 

(3) 便器ボウル内を除菌する機能※2を備えていること。 

高断熱浴槽 ○※3 
 JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の

性能を有すること。 

高
効
率
給
湯
器 

ヒートポンプ給

湯機 

(エコキュート) 

○※4 
 JIS C9220:2018 に基づく年間給湯保温効率、または年

間給湯効率が 3.0 以上であること。 

潜熱回収型ガス

給湯器 

(エコジョーズ) 

○※4 

 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が 94%以上であるこ

と。給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が

83.7%以上であること。 

潜熱回収型石油

給湯機 

(エコフィール) 

○※4 

 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が 94%以上

であること。石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率

が 81.3%以上であること。石油給湯機の貯湯式にあって

は、74.6％以上であること。 

電気ヒートポン

プ・ガス瞬間式

併用型給湯器 
(ハイブリッド給湯機) 

○ 

 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用す

るシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率（JGKAS 

A705）が 102％以上であること。 

節湯水栓 ○※5 
 JIS B2061:2023 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上

の機能を有すること。 

蓄電池 ○ 

 定置用リチウムイオン蓄電池のうち、一般社団法人環境共創

イニシアチブにおいて令和４年度以降登録・公表されている

蓄電システムであること。 

燃料電池 

（エネファーム） 
○ 

 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにお

いて選択可能な機種であること。（燃料電池発電ユニットの後付けも可） 

コージェネレーション

設備 
○ 

 ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットの JIS 基準

（JIS B8122）に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準

（LHV 基準）で 80％以上であること。 

LED 照明 ○  工事を伴うものに限る。 

※１ 節水型トイレ及び節湯水栓については、設置を行った台数分を補助する。それ以外の設備については、設

置を行った設備の種類に応じて戸当たり１台分までを補助対象とする。 

※２ 節水型トイレ（掃除しやすい機能を有するもの）における便器ボウル内を除菌する機能については、第三者

機関により 99％以上の除菌性能が評価されていることとする。ただし、便器ボウル表面の加工技術のみ

によるものは除く。 

https://kosodate-green.mlit.go.jp/
https://kosodate-green.mlit.go.jp/
https://kosodate-green.mlit.go.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
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※３ 高断熱浴槽の設置：次のいずれかに該当すること。 

・ 「ハイブリッド給湯機、エネファーム、コージェネレーション設備」いずれかとの２点セット（既設も可） 

・ 「エコキュート、エコジョーズ、エコフィール」いずれかと節湯水栓（浴室シャワー水栓に限る）との３点セッ

ト（既設も可） 

※４ 高効率給湯器（ハイブリッド給湯機を除く）の設置：高断熱浴槽と節湯水栓（浴室シャワー水栓に限る）との

３点セットに限る。（既設も可） 

※５ 節湯水栓の設置：浴室シャワー水栓に限る。また、次のいずれかに該当すること。 

・ 「ハイブリッド給湯機、エネファーム、コージェネレーション設備」いずれかとの２点セット（既設も可） 

・ 高断熱浴槽と「エコキュート、エコジョーズ、エコフィール」いずれかとの３点セット（既設も可） 

(3) 補助対象事業費 

事業 対象事業費※１ 

共通 

 BELS 等の評価・認証費用 

 国等その他の補助制度を受けた、または受ける予定がある場合、その補助制度の対

象経費を除く 

 消費税を除く 

省エネ設計  省エネ改修とあわせて行う調査・設計・計画の費用 

省
エ
ネ
改
修 

全体改修 

 開口部の断熱改修工事の費用 

 躯体等（外壁・屋根・天井・床）の断熱改修工事※２の費用 

 設備(高効率給湯器等)の効率化工事の費用※３ 

 全体改修と併せて実施する構造補強工事の費用※４ 

 その他必要と認める費用 
部分改修 

※１ モデル工事費がある場合は、モデル工事費を上限とする。モデル工事費がない場合は、実際に要した工事

費を加算する。 

※２ 塗装工事は補助対象外。 

※３ 開口部及び躯体等の断熱改修工事に係る費用の合計額を上限とする。 

※４ 次のいずれかを満たすため、構造補強工事を行う場合に限る。 

・ 構造計算により構造安全性が確認できるもの 

・ 令和７年４月に施行した建築基準法における壁量及び小径の基準により構造安全性が確認できるもの 

ア モデル工事費 

(ｱ) 開口部（窓、ドア）の断熱改修工事 

部

位 

対象となる改修工事 モデル工事費 

（ZEH 水準） 工事種別 工事規模※３ 

窓 

ガラス交換※１ 

大 1.4m2以上 11.2 万円/枚 

中 0.8m2以上 1.4m2未満 8 万円/枚 

小 0.1m2以上 0.8m2未満 3.2 万円/枚 

内窓設置※２・ 

外窓交換 

大 2.8m2以上 27.2 万円/箇所 

中 1.6m2以上 2.8m2未満 21.6 万円/箇所 

小 0.2m2以上 1.6m2未満 17.6 万円/箇所 

ド

ア 
ドア交換 

大 
開戸：1.8m2以上 

39.2 万円/箇所 
引戸：3.0m2以上 

小 
開戸：1.0m2以上 1.8m2未満 

34.4 万円/箇所 
引戸：1.0m2以上 3.0m2未満 

※１ ガラスの交換は、箇所数ではなく、交換するガラス１枚あたりに補助とする。 

※２ 内窓交換を含む。 

※３ 工事規模は、次に掲げる寸法を基準とする。 
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① ガラス交換：ガラスの寸法 

② 内窓設置・外窓交換：内窓または外窓のサッシ枠の枠外寸法 

③ ドア交換：開戸または引戸の戸枠の枠外寸法 

(ｲ) 躯体等（外壁、屋根、天井または床）の断熱改修工事 

部位 
断熱材の 

区分 
断熱材の熱伝導率 

[Ｗ/㎡・Ｋ] 
モデル工事費 

（ZEH 水準） 

外壁 
Ａ～Ｃ 0.052～0.035 22.5 万円/m3 

Ｄ～Ｆ 0.034 以下 33.8 万円/m3 

屋根・天井 
Ａ～Ｃ 0.052～0.035 8 万円/m3 

Ｄ～Ｆ 0.034 以下 13.7 万円/m3 

床 
Ａ～Ｃ 0.052～0.035 28 万円/m3 

Ｄ～Ｆ 0.034 以下 42 万円/m3 

(ｳ) 設備(高効率給湯器等)の効率化工事 

設備種別 
モデル工事費 

（ZEH 水準） 

太陽熱利用システム 45.2 万円/戸 

節
水
型

ト
イ
レ

器 

掃除しやすい機能なし 16.8 万円/台 

掃除しやすい機能あり 18.4 万円/台 

高断熱浴槽 43.7 万円/戸 

高
効
率
給
湯
器 

ヒートポンプ給湯機(エコキュート) 

27.9 万円/戸 

潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) 

潜熱回収型石油給湯機(エコフィール) 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 

(ハイブリッド給湯機) 

節湯水栓 6.3 万円/台 

蓄電池 51 万円/戸 

５ 補助率・補助上限額 

対象事業 補助率 補助上限額 

省エネ設計・改修 （ZEH 水準） 80％ 30 万円／戸 
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６ 申請手続き 

(1) 手続きの流れ 

※ 交付決定通知前に契約・事業着手した場合は、補助金の交付を受けることができません。 

※ 交付申請は、事業着手予定日の 30 日前までに申請してください。 

※ 補助金の交付は予算の範囲内で先着順に行います。 

(2) 交付申請について 

事業着手予定日の３０日前までに、補助金交付申請書（第１号様式）に必要書類を添えて提出してくださ

い。 

ア 提出期限 

2026 年 11 月 30 日（月） 【必着】 

※ 申請状況によっては、提出期限より前に交付申請の受付を締め切ることがあります。 

イ 提出方法 

窓口（春日井市役所９階 住宅政策課）まで直接ご提出ください。 
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ウ 提出書類  

提出書類 

必
須 

1 第１号様式 補助金交付申請書 

2 別紙１（第１号様式） 確認書 

3 別紙２（第１号様式） 内訳書 

4 別紙３（第１号様式） 現況写真 

5 滞納がないことの証明書 

6 住宅の登記事項証明書 

7 位置図 

8 見積書の写し （補助対象事業費とそれ以外の明細がわかるもの） 

9 建築確認年月日及び延べ面積が分かる書類 （建築確認済証の写し、検査済証の写し等） 

10 住戸図面 （改修室、改修部位、補助対象建材・設備等がわかる図面） 

該
当
す
る
場
合 

11 【他の補助制度を利用する場合】 他の補助金等申請書の写し 

12 【申請者が管理組合の場合】 集会の決議を得たことを証する書類 

13 
【全体改修の場合】 BELS 評価書等 

 （申請時点で評価・認証が取得できていない場合、評価申請書類及び添付書類一式） 

14 
【部分改修の場合】 建材、設備等の内訳、仕様等が確認できる書類 

 （参考様式１ 仕様確認書、カタログ等） 

15 
【昭和 56 年５月 31 日以前に着工した建物の場合】 地震に対する安全性が確認できる書類 

 （参考様式２ 耐震性能証明書） 

16 
【共同住宅の共有部分（窓・ドア等）を改修する場合】 管理組合の承諾書 

 （参考様式３ 省エネ改修工事承諾書等） 

(ｱ) 内訳書（別紙２） 

・ 複数戸まとめて申請する場合、内訳書は住戸ごとに１枚必要です。 

・ 諸経費等が一括の場合、戸数で按分してください。 

(ｲ) 現況写真（別紙３） 

・ 施工前の写真（全体）は、施工箇所と併せて周囲の様子を写し、どの部屋の窓か特定できるようにし

てください。 

・ 必ずカーテン、障子、ブラインドなどを開けて撮影し、窓（サッシ）全体が写るように撮影してください。 

※ 申請日の３か月以内に撮影したカラー写真としてください。 

(ｳ) 滞納がないことの証明書 

・ 直近３か月以内に発行された原本を添付してください。（コピー不可） 

・ 収納課(市役所２階)、出張所（坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンター、味美ふれあ

いセンター）、郵便及びオンラインで申請が可能です。 

※ 市外からの転入等により春日井市での課税がなく、「滞納がないことの証明書」が発行できない

方は交付申請書提出時にお申し出ください。 

(ｴ) 建物の登記事項証明書 

・ 直近３か月以内に発行された原本を添付してください。（コピー不可） 

※ 登記情報提供サービスにおいて提供される登記情報は閲覧用のため、建物の登記事項証明書に

はなりません。 
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(ｵ) 見積書の写し 

・ 内訳書（別紙２）と整合性が図れるように、施工部位ごとの明細を記載してください。 

＜記載例＞ 

対象事業 数量 工事費 備考 

省エネ設計費 一式 ○○円  

内窓設置 ○○m2 2 箇所 ○○円 仕様○○○○ 

内窓設置 ○○m2 １箇所 ○○円 仕様○○○○ 

壁断熱改修 ○○m3 ○○円 仕様○○○○ 

高効率給湯器 １式 ○○円 仕様○○○○ 

・ 複数戸まとめて申請する場合は、住戸ごとの工事内容・工事費がわかるようにしてください。 

(ｶ) カタログ等 

・ メーカー、仕様・性能、型番、製品番号、ＪＩＳ規格等がわかる製品カタログのコピー等を添付してくだ

さい。該当の品番等を赤線で囲ってください。 

(ｷ) 耐震性能証明書 

・ 昭和５６年５月３１日以前に着工した建物について、省エネ設計・改修をする場合に提出してください。

すでに建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告

示第 184 号）別添建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に

照らした耐震診断（国土交通大臣が同等と認めた方法を含む。）により構造安全性が確かめられてい

る、または耐震基準を満たすための改修工事がされている（補助事業完了までに耐震改修工事が完

了するものを含む）必要があります。 

(ｸ) その他 

・ 補助対象工事等について疑義がある場合、追加書類等を求めることがあります。 

・ 補助金額等に妥当性が認められない場合、市長が認めた額により補助金を算出します。 

(3) 変更申請について 

⚫ 交付決定通知書を受領後に、やむを得ず事業内容を変更する場合は、金額の増減に関わらず、本市

に対し事前に報告を行い、必要な手続きを確認してください。 

⚫ 補助金交付変更申請書（第４号様式）に交付申請の際に添付した書類のうち、変更のある書類を添

付して提出してください。 

(4) 完了実績報告について 

⚫ 事業完了後 30 日以内に、完了実績報告書（第７号様式）に必要書類を添えて提出してください。 

⚫ 完了実績報告の内容は、交付申請時に提出した見積書や内訳書に記載されている工事内容、仕様、数

量等と合致している必要があります。 

ア 提出期限 

2027 年 2 月 26 日（金） 【必着】 

イ 提出方法 

窓口（春日井市役所９階 住宅政策課）まで直接ご提出ください。  
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ウ 提出書類 

提出書類 

必
須 

1 第７号様式 補助金完了実績報告書 

2 別紙２（第１号様式） 内訳書 

3 請負契約書の写し 

4 支払を証する書類 （領収書の写し、送金伝票の写し等） 

5 振込口座の金融機関、預金種別、口座番号、口座名義（フリガナ）等が確認できる書類の写し 

6 
別紙１（第７号様式） 工事写真 

 （施工中及び施工後の写真、仕様（メーカー、型番、製造番号）が分かる写真） 

7 別紙２（第７号様式） 施工チェックリスト 

8 出荷証明書、納品書、性能証明書または保証書 

該
当
す
る
場
合 

９ 【全体改修またはＢＥＬＳ評価・認証費用を補助対象経費とした場合】 BELS 評価書の写し 

10 【省エネ設計をした場合】省エネ設計を実施したことが分かる資料 

11 
【昭和５６年５月３１日以前に着工した建物のうち、省エネ改修と併せて耐震改修を実施した場合】 

 地震に対する安全性が確認できる書類 （参考様式２ 耐震性能証明書） 

12 
【全体改修と併せて構造補強工事を実施した場合】 構造安全性能を証明できる書類 

 （参考様式４ 構造安全性能証明書） 

(ｱ) 請負契約書の写し 

・ 工事請負契約書の写しを添付してください。 

・ 注文書及び請書により請負契約を締結する場合は、注文書及び請書の写しを添付してください。 

(ｲ) 支払を証する書類 

・ 申請者の名義以外の支払は認められません。 

・ 但し書きとして、補助対象事業であることがわかるよう、内容を記載してください。 

・ 支払方法によって提出書類が異なりますので、該当する書類を提出してください。 

支払を証する書類 留意事項 

領収書の写し 請負者の印があるもの 

送金伝票または振込伝票の写し 銀行窓口支払の場合、発行金融機関の印があるもの 

ＡＴＭ利用明細票の写し ＡＴＭ支払の場合 

振込を証する書類及び通帳の写し ネットバンキング支払の場合 

(ｳ) 振込口座の金融機関、預金種別、口座番号、口座名義（フリガナ）等が確認できる書類の写し 

・ 請求書（第９号様式）に記載する申請者名義の口座の預金通帳等の写しを添付してください。 

(ｴ) 工事写真（別紙１） 

・ 施工中及び施工後のカラー写真を添付してください。 

工事の種類 施工中 施工後 

開口部 
 開口部を撤去した時点の写真 

※ 内窓設置等、撤去しない場合は不要 
 開口部を設置完了した後の写真 

躯体等 
 仕上材等を撤去し、断熱材を設置してい

る写真 

 周辺の仕上等を含め、工事が完了した後

の写真 

設備 

 既存設備がある場合、既存設備を撤去し

た時点の写真 

 ＬＥＤ照明については、工事施工中の写真 

 設備設置後の写真 

 型番の拡大写真 
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(ｵ) 出荷証明書、納品書、性能証明書または保証書 

・ 品番または型番、及び数量がわかるものとしてください。 

(ｶ) 省エネ設計を実施したことが分かる資料 

・ 省エネ設計を実施したことがわかる調査資料や改修設計図、工事計画書等を添付してください。 

(ｷ) 地震に対する安全性が確認できる書類 

・ 昭和５６年５月３１日以前に着工した住宅において、同時に耐震改修工事を実施した場合、別途耐震

改修工事を実施したことを確認するための書類を提出してください。 

(ｸ) 構造安全性能を証明できる書類 

・ 全体改修において、同時に構造安全性を満たすための構造補強工事を実施した場合、別途構造補強

工事を実施したことを確認するための書類を提出してください。 

(ｹ) その他 

・ 補助対象工事等について疑義がある場合、追加書類等を求めることがあります。 

(5) 補助金額確定について 

⚫ 完了実績報告について、適正であれば市から補助金額確定通知を行います。 

⚫ 補助金額の確定に当たり、必要に応じて住戸の状況、改修工事の実施状況等を確認するため、現場検

査を行うことがあります。検査等の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合、また

は検査の実施を拒まれる場合は、補助金が交付されません。 

(6) 請求書の提出について 

⚫ 申請者は、補助金額確定通知を受領後、すみやかに請求書（第９号様式）を提出してください。 

※ 完了実績報告にあわせて提出することもできます。 

⚫ ｐ_9 提出書類「5 振込口座の金融機関、預金種別、口座番号、口座名義（フリガナ）等が確認できる書

類の写し」に記載された申請者名義の口座を記載してください。 

７ その他留意事項 

(1) 他の補助金との関係 

⚫ 原則、国や県、市の他の補助制度との併用はできません。ただし、本補助制度が対象とする部分が明

確に切り分けられる場合に限り、併用することが可能です。 

⚫ 以下に例示した国から交付される省エネ改修等に係る補助については、請負工事契約及び工期が別

で、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合などに限って、本補助制度が対象とする部分に

係る経費を対象経費から除くことで併用できます。 

＜例＞ 

 住宅省エネ 2026 キャンペーン（国） 

「みらいエコ住宅 2026 事業」、「先進的窓リノベ 2026 事業」、「給湯省エネ 2026 事業」 

 既存住宅における断熱リフォーム支援事業（国） 

https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
https://window-renovation2026.env.go.jp/
https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/
https://www.heco-hojo.jp/danref/index.html
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８ 記入例 

(1) 第１号様式 補助金交付申請書 

 

書類の作成にあたっては、消せるボールペンを

使用しないでください。 
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(2) 別紙１（第１号様式） 確認書 
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(3) 別紙２（第１号様式） 内訳書 
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(4) 別紙３（第１号様式） 現況写真 
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(5) 参考様式１ 仕様確認書 
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(6) 参考様式２ 耐震性能証明書 
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(7) 参考様式３ 省エネ改修工事承諾書等 
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(8) 第７号様式 補助金完了実績報告書 
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(9) 別紙１（第７号様式） 工事写真 
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(10) 別紙２（第７号様式） 施工チェックリスト 
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(11) 参考様式４ 構造安全性能証明書 
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(12) 第９号様式 請求書 
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９ 用語説明 

 

i ZEH（ゼッチ）水準 

日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級５、かつ一次エネルギー消費量等級６（省エネ基準の基準値か

ら 20％削減となる）の基準を満たす省エネ性能の水準 

ii 管理組合 

「区分所有法」第３条若しくは第 65 条に規定する団体または同法第 47 条第１項（同法第 66 条におい

て準用する場合を含む。）に規定する法人 

iii BELS 

建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエ

ネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項（令和５年国土交通省告示第970号）に

おける表示すべき事項に関する第三者による評価 

iv ZEH 水準の仕様基準 

住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する

誘導基準（令和４年国土交通省告示第 1106 号）の「１ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基

準」を満たす仕様をいう。 

https://www.mlit.go.jp/common/001880629.pdf 

v 子育てグリーン住宅支援事業 

住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、2050 年のカーボンニュートラルの実現を図る

2025 年度の国土交通省及び環境省の事業です。同事業のホームページより、登録建材・設備機器等が確

認できます。 

https://kosodate-green.mlit.go.jp/ 

vi みらいエコ住宅 2026 事業 

住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、2050 年のカーボンニュートラルの実現を図る

2026 年度の国土交通省及び環境省の事業です。同事業のホームページより、登録建材・設備機器等が確

認できます。 

https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/ 

 

 

https://kosodate-green.mlit.go.jp/
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/

